
別紙２ 

福島県内における特定廃棄物等処理事業のスキーム 

 
 
 
放射能濃度 8,000Bq/kg 以下の 
農林業系廃棄物等の処理 
【廃掃法の委託関係】 
 

 
 
                        
 
 
                        
 
 
 
特定廃棄物の処理 
【特措法の委託関係】 

国直轄事業として、Ａ～Ｆと産廃業者は、

国の指示・監督の下で、すべての廃棄物の

収集運搬・処分を実施 

委託 

再委託 

委託 

Ａ（ＪＶ） 
[一廃･産廃処分] 

特定廃棄物の処分の委託とあわせて

一廃・産廃の処分の委託を受ける者と

して、業許可不要の者と位置付ける 

産廃業者 
[産廃収運] 

特定廃棄物の収集運搬の委託とあわ

せて一廃の収集運搬の再委託を受け

る者として、業許可不要の者と位置付

ける 

Ｂ～Ｆ 
[一廃収運] 

Ａ（ＪＶ） 
【特定廃処分】 

Ｂ～Ｆ 
【特定廃収運】 
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(※) 

委託 

排出事業者 

(※) 国は、施設設置者として、一廃・産廃

施設の設置許可を受けるとともに、技術

管理者を設置 

再委託 

再委託 
＜今回の省令改正＞ 

産廃収運の業許可不

要の者と位置づける 


